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消防局 

Ａ 応急対策業務 

業務 
優先度 所管課名 事業名等 法定 

業務 平常時の業務内容 国内感染期の業務内容・業務実施手順 

Ａ 人事課 【応急】新型インフ
ルエンザ等への対応   必要な感染防止用資器材・消耗品等の

緊急調達 

Ａ 施設装備課 【応急】新型インフ
ルエンザ等への対応    必要な感染防止用資器材・消耗品等の

緊急調達 

Ａ 警防課 

【応急】新型インフ
ルエンザ等消防警戒
本部・消防指揮本部
の設置・運営 

   

・新型インフルエンザ等対策消防指揮
本部の運営                               
・救急活動の強化 
・消防、救助等業務の維持                                      
・優先度の高い日勤業務を除き原則休
止を検討 

Ａ 救急課 【応急】新型インフ
ルエンザ等対策   

・新型インフルエンザ疑い搬
送事案の調査 
・対策資器材の受領・管理 
・救急隊員への感染防止対策
に関する指導 
・関係部局との連絡調整 

課の優先業務として、新型インフルエ
ンザ等対策事業全般を優先して行う。 

Ａ 指令課 

【応急】新型インフ
ルエンザ等消防警戒
本部・消防指揮本部
の運営 

   新型インフルエンザ等対策指揮本部の
運営（通信班） 

Ａ 臨港消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 川崎消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 幸消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ対策方面指揮本
部の運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 中原消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 高津消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置・運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 宮前消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 
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Ａ 多摩消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ａ 麻生消防署 

【応急】新型インフ
ルエンザ方面警戒本
部・方面指揮本部の
設置運営 

   
・新型インフルエンザ方面指揮本部の
運営 
・警備体制の維持 
・優先度の高い日勤業務を選定等 

Ｂ１ 継続業務【強化業務】 

業務 
優先度 所管課名 事業名等 法定 

業務 平常時の業務内容 国内感染期の業務内容・業務実施手順 

Ｂ１ 人事課 職員厚生業務  安全衛生に関する事務 
職員及び各職場が感染防止対策を強化
するため必要な情報を随時提供し実施
する。 

Ｂ１ 人事課 職員厚生業務  長期療養職員の把握 
職員及び家族の感染状況を把握し、警
防体制に影響する関係所属へ情報提供
する。 

Ｂ１ 警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 救急課 救急隊の運用に関す
る事務   救急隊の運用管理に関する事

務全般 

新型インフルエンザ患者の救急搬送事
案も増えることが予想されるため、新
型インフルエンザ等対策に関連する救
急隊員に対する指導、助言を中心に行
う。 

Ｂ１ 救急課 救急医療関係機関と
の連絡調整   

・ＭＣ協議会 
・傷病者の受入れに関する事
務 

新型インフルエンザ流行時には、各医
療機関とも受入れが困難となることが
予想されるため、各医療機関との調整
を行う。 

Ｂ１ 臨港消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 臨港消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 川崎消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 川崎消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 幸消防署  
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 幸消防署  
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 中原消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 中原消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 高津消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 
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Ｂ１ 高津消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 宮前消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 宮前消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 多摩消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 多摩消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ１ 麻生消防署 
警防課 警防活動業務  消防隊の運用業務 災害活動等に係わる感染症対策の強化 

Ｂ１ 麻生消防署 
警防課 救急活動事業   

・救急活動に関すること。 
・救急資器材に関すること。 
・救急告示医療機関等の連絡 

救急需要の増加が想定され、その対応
強化を図る。 

Ｂ２ 継続業務 

業務 
優先度 所管課名 事業名等 法定 

業務 平常時の業務内容 国内感染期の業務内容・業務実施手順 

Ｂ２ 庶務課 消防関係諸機関との
連絡調整業務   国、県、他都市等との連絡調

整 
新型インフルエンザに係る消防関係機
関との連絡調整の強化を図る。 

Ｂ２ 庶務課 消防に関する広報・
広聴業務   

・報道対応 
・広聴対応 
・広報計画の策定、進行管理 
・ホームページの管理 

・報道機関等に対応するためのインフ
ルエンザに関する情報の収集 
・消防に関する広報・広聴業務 

Ｂ２ 警防課 警防活動事業 ○ 

・緊急消防援助隊に関するこ
と。 
・各種応援協定に基づく消防
隊等の応援に関すること。 

災害派遣等に関する事務について、関
係機関と調整を行い応援等の体制を確
保する。 

Ｂ２ 警防課 警防活動事業 ○ 

・都市計画法に基づく開発行
為等に係る指導に関するこ
と。 
・土地区画整理事業に関する
事務 

民間企業からの届出に対応するため維
持する。              

Ｂ２ 警防課 救助活動事業 ○ 国際消防救助隊員の登録・派
遣に関する事務 

災害派遣に関する事務について、国と
調整し派遣体制を維持する。 

Ｂ２ 警防課 救助活動事業   救助隊員の運用管理に関する
事務 

新型インフルエンザ等対策消防指揮本
部設置後、運営要員として業務を継続
する。 

Ｂ２ 救急課 救急救命士の養成   ・救急救命士養成派遣 
・救急救命士養成計画の作成 

・派遣先との調整連絡 
・救急救命士の計画的な配置に伴う予
算確保に関する経理、財政局との調整
を継続する。 
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Ｂ２ 救急課 庶務関係事務  

・救急統計 
・情報公開、照会関係 
・医薬品・消耗品の調達 
・救急需要対策事務 
・予算要求、管理 
・感染性廃棄物関係 

次の業務は継続し、他の業務は縮小す
る。 
・救急統計 
・情報公開、照会関係 
・医薬品、消耗品の調達 
・予算要求、管理 
・感染性廃棄物関係 

Ｂ２ 救急課 
メディカルコントロ
ール体制（事務局運
営） 

 ＭＣ協議会事務局の運営 新型インフルエンザ等感染拡大防止に
係る対応の協議、検討を実施する。 

Ｂ２ 指令課 指令管制業務   

・出場指令及び部隊の管制 
・災害情報の受信及び管理 
・消防無線通信の運用及び技
術指導等 

指令管制業務は、平常時と同様の体制
を維持する。 

Ｂ２ 航空隊 航空関係業務 ○ 
・災害対応 
・運航管理 
・毎日点検、不具合整備 

災害対応業務を維持する。 

Ｂ２ 航空隊 航空関係業務 ○ 

・定期点検整備 
・整備用資機材の保守管理 
・ヘリポート使用に関する事
務 
・物品管理 
・統計管理 

ヘリコプターの運航に必要なもののみ
実施する。        

Ｂ２ 予防課 火災予防に関する業
務   

・執行管理 
・課の総括 
・関係機関との連絡調整等 

課内、関係機関との連絡調整を行う。 

Ｂ２ 予防課 火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・建築確認、許可申請等に関
する事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・緊急離着陸場等の設置指導
に関する事務 

通常通り業務を実施するが、軽易な相
談等は電話やメールを活用すると共
に、来局者には手指消毒とマスク着用
を要請する。 

Ｂ２ 予防課 火災等の調査事務 ○ 

・予算に関する事務 
・火災等の調査に関する事務 
・関係機関との連絡調整 
・火災統計に関する事務 
・鑑定等に関する事務 

通常通り業務を実施する。 

Ｂ２ 予防課 火災等の調査事務 ○ 危険物の確認試験申請に関す
る事務 

依頼があった場合は、通常通り業務を
実施する。 

Ｂ２ 危険物課 危険物施設等の規制
業務 ○ 

・申請書審査、許可書交付 
・完成検査、完成検査前検査
等、保安検査、検査済証交付 
・予防規程審査、認可書交付 
・申請書等受付 
・手数料の徴収 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 危険物課 
石油コンビナート等
災害防止法に関する
業務 

○ 

・特定防災施設の届出書審
査、完成検査及び検査済証交
付 
・申請書等受付 
・手数料徴収 
・異常現象時の対応 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 
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Ｂ２ 危険物課 
危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 危険物課 火薬類取締法に関す
ること ○ 

・火薬類の申請書等受理及び
審査 
・手数料徴収 
・保安、完成及び立入検査 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

 
Ｂ２ 

 
危険物課 高圧ガス保安法に関

すること ○ 

・高圧ガスの申請書等受理及
び審査 
・手数料徴収 
・保安、完成及び立入検査 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 臨港消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 臨港消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 臨港消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 臨港消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること 
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 臨港消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・特定防災施設等の届出及び
検査に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 臨港消防署 
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 川崎消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 川崎消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 
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Ｂ２ 川崎消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 川崎消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 川崎消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 川崎消防署 
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 幸消防署  
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 幸消防署  
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 幸消防署  
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 幸消防署  
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 幸消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 幸消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 



- 189 - 
 

Ｂ２ 中原消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 中原消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 中原消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 中原消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 中原消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 中原消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 高津消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。       

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 高津消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 高津消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係る
業務は継続する。 

Ｂ２ 高津消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 高津消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 
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Ｂ２ 高津消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 宮前消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 宮前消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 宮前消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 宮前消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること 
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 宮前消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 宮前消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 多摩消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 多摩消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 多摩消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 多摩消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること 
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 
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Ｂ２ 多摩消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 多摩消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｂ２ 麻生消防署 
警防課 警防活動事業   

・警防第 1・2 課の総括 
・災害活動に関すること。 
・指揮情報隊に関すること。 
・課の安全管理に関するこ
と。 
・消防隊等の運用に関するこ
と。 

災害対応を維持する。 

Ｂ２ 麻生消防署 
警防課 救助活動事業   救助業務に関すること。 災害対応を維持する。 

Ｂ２ 麻生消防署 
警防課 火災等の調査事務   

・係の総括（調査係） 
・火災の調査及び災害調査に
関すること。 
・火災統計に関すること。 

火災調査、損害調査、火災統計に係わ
る業務は継続する。 

Ｂ２ 麻生消防署 
予防課 

火災予防設備に関す
る業務 ○ 

・消防用設備等に関すること 
のうち審査及び検査に関する
事務 
・建築計画に係る事前指導に
関する事務 
・建築物の許可又は確認に係
る同意等に関する事務 

・軽易な相談等は電話やメールを活用
すると共に、来庁者には手指消毒とマ
スク着用を要請する。 
・検査は、互いの距離や十分な換気に
留意しつつ最少人数により実施する。 

Ｂ２ 麻生消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物製造所等の許可、承
認及び届出に関すること。 
・危険物施設等の完成検査等
に関すること。 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・相談等は電話やメールを活用する。 
・郵送又はメールでも届出を受け付け
る。 

Ｂ２ 麻生消防署  
予防課 

危険物及び指定可燃
物に係る災害調査に
関する業務 

○ 危険物施設の火災、流出等の
調査活動 

・マスク着用、手指消毒を徹底する。 
・調査等は電話やメールを活用する。 

Ｃ 縮小業務 

業務 
優先度 所管課名 事業名等 法定 

業務 平常時の業務内容 国内感染期の業務内容・業務実施手順 

Ｃ 企画担当 
川崎市総合計画実施
計画及び行財政改革
の推進 

 
川崎市総合計画実施計画等に
おける各種事務事業の進行管
理 

最低限の調整業務を実施し、可能なも
のについては休止・延期とする。 

Ｃ 企画担当 適正な消防力の確保
の推進   

・適正な職員配置に向けた関
係局との継続協議 
・組織整備に向けた関係局と
の継続協議 

最低限の調整業務を実施し、可能なも
のについては休止・延期とする。 

Ｃ 庶務課 消防局の 
予算・決算業務   

・予算要求 
・予算の管理、調整 
・予算執行、決算見込 
・予算の配当、流用等 

・新型インフルエンザ等に係る予算要
求業務 
・通常の消防局内予算・決算業務 
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Ｃ 庶務課 条例案、規則案等の
審査業務   

・条例改正の有無に係る事前
調査 
・改正案作成時の協議及び審
査 
・総務局法制課との協議 

・条例、規則の制定又は改正に伴う業
務 
・条例、規則の施行により、施行期日
が決められている例規等制定に伴う業
務 

Ｃ 庶務課 情報公開、個人情報
の連絡調整業務   

・情報公開に係る指導・連絡
調整 
・個人情報の保護等に係る指
導・連絡調整 

・新型インフルエンザ等に係る情報管
理 
・通常の情報公開、個人情報の連絡調
整業務 

Ｃ 庶務課 市議会関係業務   
・市議会対応に関する統括 
・健康福祉委員会対応 
・議会局との連絡調整 

新型インフルエンザ等対応を中心とし
た議会対応 

Ｃ 庶務課 財務事務の指導等の
業務   

・支出命令書の受渡し 
・国庫補助金に係る要望等 
・県補助金に係る要望等 
・監査の対応 

・新型インフルエンザ等に係る財務事
務 
・その他の急を要する財務事務 

Ｃ 庶務課 
消防団員の組織、運
用、その他消防団業
務 

  

・任免、昇格等 
・備品の調達 
・年報酬、出務手当、退職報 
償金の支払い 
・被服の調達、貸与 

・次の最低限の業務のみ実施し、他の
業務は縮小する。  
・年報酬 
・出務手当 
・退職報償金の支払い 

Ｃ 庶務課 消防団員等の災害補
償業務   

・公務災害等の認定 
・療養補償費、休業補償費の
支払い 
・遺族年金の支払い、金額改
定等 

・次の最低限の業務のみ実施し、他の
業務は縮小する。 
・公務災害等の認定            
・遺族年金の支払い 

Ｃ 庶務課 庶務関係業務   

・各種調査、照会、回答 
・公用車管理 
・文書の配布、回収 
・その他 

・次の最低限の業務のみを実施し、他
の業務は縮小する。 
・文書の配布、回収 

Ｃ 人事課 人事管理業務   ・表彰、試験 
・採用、退職 

各種業務を継続することとし、係内で
欠勤した職員の担当業務をフォローす
る。 

Ｃ 人事課 人事管理業務   服務監察 
必要により業務を継続することとし、
係内で欠勤した職員の担当業務をフォ
ローする。 

Ｃ 人事課 職員厚生業務   給与関係全般 
各種業務を継続することとし、係内で
欠勤した職員の担当業務をフォローす
る。 

Ｃ 人事課 職員厚生業務 ○ ・旅費 
・公務災害 

必要により業務を継続することとし、
係内で欠勤した職員の担当業務をフォ
ローする。 

Ｃ 施設装備課 消防車両・船舶等管
理業務 ○ 

・消防車両、救急車両、消防
団車両等管理関係、消防艇等
船舶管理関係 
・国庫補助関係、予算関係、
予算執行等 

業務の継続実施（業者の業務休止につ
いて考慮） 

Ｃ 施設装備課 警防資器材等管理業
務   

・警防活動機器（救助活動資
器材を含む）等整備関係 
・国庫補助関係、予算関係、
予算執行等 

業務の継続実施（業者の業務休止につ
いて考慮） 
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Ｃ 施設装備課 施設維持管理業務   

・庁舎、設備の小破修理 
・消耗品、備品等の購入 
・光熱水費等の支払業務 
・各種委託業務の定期支払業
務 

業務の継続実施（業者の業務休止につ
いて考慮） 

Ｃ 施設装備課 庁舎及び消防団施設
整備業務   ・庁舎の建設計画 

・庁舎等の緊急対策工事 
業務の継続実施（業者の業務休止につ
いて考慮） 

Ｃ 警防課 警防活動事業   
・各種災害報告に関する事務 
・予算及び決算事務 
・関係機関との連絡調整 

国・県等の報告義務、決算事務があり
業務を縮小し継続する。 

Ｃ 警防課 特殊災害対策   

・地震対策に関する事務 
・船舶・トンネル等の災害対
策に関する事務 
・特殊な物質に起因する災害
対策に関する事務 

左記災害が発生した場合にのみ対応す
ることとし業務を縮小し継続する。 

Ｃ 救急課 メディカルコントロ
ール体制   

・事後検証 
・認定救急救命士の資格取得 
・財政関係事務 

業務を縮小し、新型インフルエンザ等
対策業務に切替える。 

Ｃ 救急課 川崎ＤＭＡＴ関係  

・川崎ＤＭＡＴとの連携 
・病院との連絡調整 
・連携隊の教育訓練 
・連携隊への指導・助言 

災害対応を維持する。 

Ｃ 指令課 消防通信設備事業   

・消防指令システム及び消防
情報管理システムの管理及び
運用 
・消防通信施設の管理及び運
用 
・消防指令システム及び消防
情報管理システムに係る調査
研究 
・消防通信に係る調査研究等 

当課の実情に応じ消防通信設備事業を
優先度分類して業務を縮小する。 

Ｃ 予防課 火災予防に関する業
務   

・予算に関する事務 
・住宅用火災警報器に関する
事務 
・各外郭団体に関する事務 
・（財）川崎市消防防災指導
公社に関する事務 
・局内会議等資料作成に関す
る事務 

感染拡大を防止するため、軽易な各種
会議は中止し、外部との調整も電話や
メール等を活用する。 
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Ｃ 査察課 
防火対象物の立入検
査及び違反処理に関
すること 

○ 

・防火対象物の立入検査及び
違反処理に関する事務 
・防火対象物点検の特例認定
の取消しに関する事務 
・防災管理点検の特例認定の
取消しに関する事務 
・防火対象物に係る指導及び
警告に関する事務 
・防火対象物に係る命令、告
発及び代執行に関する事務 
・違反建築物の指導に関する
事務 
・立入検査マニュアル及び違
反処理マニュアルに関する事
務 

市民の安全に関し緊急に行う必要のあ
る事務等に限り実施 

Ｃ 査察課 屋外の火災予防に関
すること ○ 屋外における火災予防措置命

令に関する事務 
市民の安全に関し緊急に行う必要のあ
る事務等に限り実施 

Ｃ 査察課 
小規模雑居ビル等の
防火安全対策に関す
ること 

  

・防火安全対策指導に関する
事務 
・川崎市雑居ビル対策連絡協
議会に関する事務 
・関係機関との合同立入検査
に関する事務 

市民の安全に関し緊急に行う必要のあ
る事務等に限り実施 

Ｃ 査察課 防火対象物の表示制
度に関すること ○ 

・防火対象物点検報告制度に
関する事務 
・防災管理点検報告制度に関
する事務 
・旅館・ホテル等の適合通知
書に関する事務 
・消防適合認定表示制度に関
する事務 
・防火基準適合表示制度に関
する事務 

処理中の事案に限り申請者との調整の
上実施 

Ｃ 査察課 
消防設備士及び消防
設備点検資格者の指
導等に関すること 

○ 

・消防設備士及び消防設備点
検資格者の育成指導に関する
事務 
・消防用設備等点検報告制度
に関する事務 
・消防設備士及び消防設備点
検資格者の免状返納命令に関
する事務 

緊急又は重大事案若しくは早急な周知
を要する場合等に限り実施 

Ｃ 査察課 防火対象物の立入検
査に関すること ○ 

・立入検査の計画・立案に関
する事務 
・立入検査証に関する事務 
・査察の研修に関する事務 
・建物防災週間に伴うまちづ
くり局との合同査察に関する
事務 

・特別立入検査等緊急な事案、早急な
制度・運用の周知に伴う資料作成等必
要な事務に限り実施 
・まちづくり局との合同査察は調整の
上必要な場合に限り実施 

Ｃ 査察課 防火対象物の実態調
査に関すること   

・防火対象物の実態調査に関
する事務 
・防火対象物データに関する
事務 

・実態調査は報告期限等調整の上必要
な事務に限り実施 
・特別立入検査対象抽出等緊急案件の
み実施 
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Ｃ 査察課 課内他の係の主管に
属さないこと   

・防火対象物の消防用設備等
の状況の公表に関する事務 
・課内施策の企画及び調整に
関する事務 
・予防ＮＴ．Ｃ制度に関する
事務 

・違反の公表及び課内の調整は通常ど
おり実施 
・予防ＮＴ．Ｃ制度は運営上必要な事
務に限り実施 

Ｃ 危険物課 
火薬類及び高圧ガス
に係る災害調査に関
すること 

  火薬類及び高圧ガス施設の火
災爆発等の調査活動 

火薬類及び高圧ガス施設の災害に備
え、通常時の体制を維持するが、状況
により一時的に業務を縮小する。 

Ｃ 危険物課 危険物施設等の規制
業務 ○ 

・法律改正や消防庁からの通
知等を受けて市の規程類の整
備、移達等 
・消防ＯＡへの施設情報等の
入力 
・危険物施設の立入検査及び
違反処理に関すること。 

・大半は書面での対応であるが外部と
の接触時は、マスク着用、手指消毒を
徹底した上で業務を縮小し実施する。 
・必要最低限のデータを入力する。 
・立入検査等は重大な事案のみ実施す
る。 

Ｃ 危険物課 庶務関係事務   

・文書の受付事務 
・公印の使用及び保管に関す
る事務 
・庶務全般 

最低限の庶務業務のみを実施し、他の
業務は縮小する。 

Ｃ 危険物課 火薬類の規制に関す
ること ○ 

・申請に係る相談等 
・法律改正や経済産業省から
の通知等を受けて市の規程類
の整備と移達等を行う。 

大半は書面での対応であるが外部との
接触時は、マスク着用、手指消毒を徹
底した上で業務を縮小し実施する。 

Ｃ 危険物課 高圧ガスの規制に関
すること 〇 

・申請に係る相談等 
・法律改正や経済産業省から
の通知等を受けて市の規程類
の整備と移達等を行う。 

大半は書面での対応であるが外部との
接触時は、マスク着用、手指消毒を徹
底した上で業務を縮小し実施する。 

Ｃ 臨港消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 臨港消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・署員の給与等の支給に必要な職員の
みを確保する。 
・手数料徴収に関しては可能な範囲で
対応する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 臨港消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 臨港消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 
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Ｃ 臨港消防署 
警防課 

 
警防活動事業 
 

◯ 圧縮アセチレン等の消防活動
阻害物質に関すること等 

消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 臨港消防署 
警防課 

 
警防活動事業 
 

  

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 臨港消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
予防課  

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防阻害

物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 川崎消防署 
警防課 車両運行管理業務   

・消防用油脂類に関するこ
と。 
・機関員の要請及び技術指導
に関すること。 

・消防車両等の燃料に係る業務は継続
する 
・養成及び技術指導は休止 
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Ｃ 幸消防署  
予防課 庶務関係事務等   

・署、課、係の事務の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 幸消防署  
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給（職員
情報システム月締め処理）に
関すること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務（職員情報
システム月締め処理）に必要な職員の
みを確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 幸消防署  
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 幸消防署  
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 幸消防署  
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防活動

阻害物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 幸消防署  
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 幸消防署  
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 中原消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 中原消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 
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Ｃ 中原消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 中原消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 中原消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防活動

阻害物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 中原消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 中原消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 高津消防署 
予防課 庶務関係事務   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印の保管、公文書の管理
に関すること。 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 高津消防署 
予防課 その他の事務 ○ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料の徴収に関するこ
と。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 高津消防署 
予防課 

火災予防に関する業
務等 ○ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。        

Ｃ 高津消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ○ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 高津消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防活動

阻害物質に関すること。 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 高津消防署 
警防課 警防活動事業   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 
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Ｃ 高津消防署 
警防課 

警防資機材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防活動

阻害物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 宮前消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 
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Ｃ 多摩消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防活動

阻害物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 多摩消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
予防課 庶務関係事務等   

・署の事務の総括 
・課の総括 
・公印保管、公文書の管理 
・消防施設の保守管理に関す
ること。 
・物品の出納保管に関するこ
と。 
・消防団に関すること。 
・消防団の機械器具等に関す
ること等 

・緊急を要する消防施設の保守及び公
印等重要物品の管理に必要な職員のみ
を確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
予防課 その他の事業 ◯ 

・署員の人事、配置に関する
こと。 
・署員の給与等の支給に関す
ること。 
・手数料徴収に関すること。 

・手数料徴収に関する事務に必要な職
員のみを確保する。 
・他は必要により対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務等 ◯ 

・火災予防に関すること。 
・防火対象物に係る立入検
査、違反処理に関すること等 
・防火・防災管理に関するこ
と。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
予防課 

危険物施設等の規制
業務 ◯ 

・危険物事故防止等に関する
こと等 
・危険物施設等の立入検査及
び違反処理に関すること。 

立入検査等は状況に応じて休止し、そ
の他緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
警防課 警防活動事業 ◯ 圧縮アセチレン等の消防阻害

物質に関すること等 
消防活動阻害物質による事故及びその
他、緊急性を要する業務は対応する。 

Ｃ 麻生消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   

・消防隊等の運用及び訓練に
関すること。 
・消防職員及び消防団員の動
員に関すること。 
・消防地理、水利に関するこ
と。 

・動員計画又は配置職員の異動等があ
れば対応し、その他、緊急性を要する
業務は対応する。 
・点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 
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Ｃ 麻生消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   消防用機械器具に関するこ

と。 
整備点検及びその他緊急を要する業務
は、対応する。 

Ｄ 休止業務（上記に該当しない業務） 

Ｄ 庶務課 全国消防長会等の業
務   

・全国消防長会関係事業 
・事業推進委員会関係事業 
・神奈川県消防長会関係事業 
・消防救助技術指導会関係事
業 

休止 

Ｄ 人事課 人事管理業務   ・職員研修 
・人事評価 

休止 
（市長部局が継続の場合は継続す
る。） 

Ｄ 人事課 職員厚生業務   ・健康診断全般 
・被服貸与 休止 

Ｄ 人事課 音楽隊業務   各種イベントでの演奏及びド
リル演技 休止 

Ｄ 人事課 人事課業務   課内庶務全般 休止 

Ｄ 警防課 警防活動事業   

・警防規程に関する事務 
・各種免許取得関係 
・各種負担金の事務処理 
・庶務関係事務 
・消防水利計画及び運用に関
する事務 
・安全運転管理事務 

休止 

Ｄ 警防課 救助活動事業   

・各種訓練計画の作成に関す
る事務 
・消防署警防訓練実施方針の
策定に関する事務 
・特別救助隊員の研修に関す
る事務 
・緊急消防援助隊の訓練等に
関する事務 
・自衛消防隊員等の教育・手
続きに関する事務等 

休止 

Ｄ 警防課 各種計画事業   

・警防計画の基本方針に関す
る事務 
・各種警防計画に関する事務 
・出場基準、出場区分に関す
る事務 
・川崎市地域防災計画に関す
る事務 
・その他地域防災計画に関す
る事務 

休止 

Ｄ 救急課 救急隊の訓練及び 
救急隊員の研修事務   

・訓練の実施、計画 
・救急救命士及び救急隊員の
再教育 
・病院実習 
・救急隊員の勉強会 

休止 

Ｄ 救急課 応急手当の普及啓発
事務   各種講習会 休止 

Ｄ 救急課 患者搬送事業   事業認定、指導 休止 
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Ｄ 救急課 コールセンター事業   

・コールセンター事業連絡協
議会事務局 
・サポート救急の広報 
・利用状況の調査 
・コールセンターとの連絡調
整 
・各業者からの問合せ 

休止 

Ｄ 航空隊 航空関係業務   

・所管業務に関すること。 
・隊・係の統括 
・庶務関係事務 
・予算に関すること。 
・物品の購入 

休止 

Ｄ 航空隊 航空関係業務 ○ 

・各種業務計画作成 
・各種訓練計画作成 
・飛行業務計画の作成 
・航空局への申請 

休止 

Ｄ 航空隊 航空関係業務   

・操縦訓練 
・模擬計器訓練 
・救助訓練 
・各種訓練 
・操縦士資格取得事務 

休止 

Ｄ 航空隊 航空関係業務   
・研修担当業務 
・救助器具の考案、開発 
・その他の業務 

休止 

Ｄ 予防課 火災予防設備に関す
る業務   

・指導・検査に関する事務 
・運用基準等に関する事務 
・月例に関する事務 

休止                       

Ｄ 予防課 庶務関係業務   
・課の庶務的総括 
・各種調査、照会、回答 
・課内のその他総括 

休止 

Ｄ 査察課 課内他の係の主管に
属さないこと   

・課内の人材育成に関する事
務 
・査察技術競技会に関する事
務 

休止 

Ｄ 危険物課 全国消防長会危険物
委員会に関する事務   

・事務局の運営 
・４９都市による、危険物委
員会の開催 

休止又は延期についての連絡調整を行
う。 

Ｄ 危険物課 
川崎市コンビナート
安全対策委員会に関
すること 

  
石油コンビナート地域の安全
に関する行政的、専門的事項
を調査審議する。 

休止又は延期についての連絡調整を行
う。 

Ｄ 危険物課 
石油貯蔵施設立地対
策交付金に関する事
務 

  特定防災区域における石油類
の貯蔵量の調査 

電話やメールを利用し調査を実施する
が、状況により、感染拡大を防止する
ため、休止する。 

Ｄ 危険物課 川崎市危険物等保安
審議会に関すること   

市長の諮問機関で危険物等保
安に関する事項について審議
する。 

休止又は延期についての連絡調整を行
う。 

Ｄ 危険物課 危険物担当係長会議
の開催に関する事務   会議の企画、設定 休止 
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Ｄ 危険物課 
川崎市危険物等運搬
防災連絡協議会に関
する事務 

  
・事務局の運営 
・理事会の開催 
・講習会の開催 

休止又は延期についての連絡調整を行
う。 

Ｄ 臨港消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 臨港消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。    休止 

Ｄ 臨港消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 臨港消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 

Ｄ 臨港消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 臨港消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 川崎消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 川崎消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。    休止 

Ｄ 川崎消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 川崎消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 

Ｄ 川崎消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 川崎消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 幸消防署  
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・署員の安全衛生、福利厚
生、公務災害に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 幸消防署  
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。                 休止 

Ｄ 幸消防署  
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 幸消防署  
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 
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Ｄ 幸消防署  
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 幸消防署  
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 中原消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 中原消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。                休止 

Ｄ 中原消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 中原消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 

Ｄ 中原消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。 休止 

Ｄ 中原消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 高津消防署 
予防課 その他の事務等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。       

休止 

Ｄ 高津消防署 
予防課 

火災予防に関する業
務等             火災予防の実施計画に関する

こと。 休止 

Ｄ 高津消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 高津消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。                       休止 

Ｄ 高津消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。 休止 

Ｄ 高津消防署 
警防課 

警防資機材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 宮前消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 宮前消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。                 休止 

Ｄ 宮前消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 宮前消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 
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Ｄ 宮前消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 宮前消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 多摩消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 多摩消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。                 休止 

Ｄ 多摩消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 多摩消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 

Ｄ 多摩消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 多摩消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

Ｄ 麻生消防署 
予防課 その他の事業等   

・署員の研修管理に関するこ
と。 
・広報、広聴に関すること。 
・防災関係団体との連携等に
関すること。 

休止 

Ｄ 麻生消防署 
予防課 

火災予防に関する事
務   火災予防の実施計画に関する

こと。 休止 

Ｄ 麻生消防署 
警防課 警防活動事業   

自衛消防隊、自衛防災組織等
の訓練の指導等に関するこ
と。 

休止 

Ｄ 麻生消防署 
警防課 

活動計画・出場計画
に関する業務   警防計画及び防災対策に関す

ること。 休止 

Ｄ 麻生消防署 
警防課 査察活動事業   火災予防指導等に関するこ

と。    休止 

Ｄ 麻生消防署 
警防課 

警防資器材等管理業
務   機関員の技術指導に関するこ

と。 休止 

 


